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新しい年が始まりました。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

毎日寒い日が続きますね。こんな時はついつい手洗いが億劫に
なってしまいますが、手洗いは、食中毒予防の第一歩です！
正しい手洗いを身につけて、原因となる菌を「つけない」

ようにしましょう！！

手洗い完了！
清潔なタオルで
水気を取ります

石鹸と汚れを洗
い流します

手首も忘れずに
洗います

親指は反対の手
でねじるように

指先や爪の間も
洗います

左右の指の間を
洗います

手のひらと甲を
交互に洗います

手を濡らします
石鹸などをよく
泡立てます

お子さんと一緒に、食中毒
から身を守る方法を楽しく学ん
でいただければと思います。

子どもの頃から食中毒予防を身に付けていた
だけるよう、食品安全のページを作成しました。

※詳しくは、こちらをご覧ください。

検
索

お子さんと一緒に食品安全
の世界を見てみませんか



（お問い合わせ先）
農林水産省九州農政局消費・安全部消費生活課
〒862-8527 熊本市西区春日2-10-1
TEL 096-211-9111（代）内線4215

出前講座の
ご案内

検
索

九州農政局
出前講座

九州農政局では、農林水産省が行う食品安全等に関する取組をご
紹介するため、消費者の皆さんが開催する勉強会等に職員がお伺い
しています。詳しくは、九州農政局のホームページをご覧ください。

【お問い合わせ先】
消費生活課 課長補佐（消費者対応）

TEL 096-300-6117(直通)

「消費者団体等との意見交換会」を開催しました！

◆「移動消費者の部屋」を開設しました◆

九州農政局では、移動消費者の部屋を開設し、食生活等に関する身近
な情報の提供や農林水産省の取組などをお伝えしています。

フードパルフェスタ2023（フードパル熊本 R5.11.4-5）

2023くまもと消費者発表大会（熊本市民会館 R5.11.15）

今回は「みどりの食料システム戦略」「食品ロス」「食育」「食の安全」など
をテーマに、パネル展示やゲーム等を行い多くの方にご来場いただきました。

大分県内の消費者団体等（8団体11名）にご出席いただき「食料・農業・農村
基本法の見直し」と「みどりの食料システム戦略（大分☆農・カーボンプロジェ
クト）の取組」などについて、皆様と幅広く意見交換を行いました。

◆「消費者団体等との意見交換会」を開催しました(R5.11.1) ◆
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